
目

次

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

○
漁
業
法
に
よ
る
公
聴
会
の
開
催
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
一

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
東
部
海
区
管
内
に
お
け
る
い
か
つ
り
漁
業
の
光
力
規
制
の
指
示
qqqqqq（

同

）
…
四

○
東
部
海
区
管
内
に
お
け
る
い
か
つ
り
漁
業
の
操
業
の
指
示
qqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
東
部
海
区
管
内
に
お
け
る
自
家
用
釣
餌
用
い
か
つ
り
漁
業
の
操
業
の

指
示
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
西
部
海
区
管
内
に
お
け
る
い
か
つ
り
漁
業
の
光
力
規
制
の
指
示
qqqqqq（

同

）
…
六

○
西
部
海
区
管
内
に
お
け
る
い
か
つ
り
漁
業
の
操
業
の
指
示
qqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

○
西
部
海
区
管
内
に
お
け
る
自
家
用
釣
餌
用
い
か
つ
り
漁
業
の
操
業
の

指
示
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
七

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

○
漁
業
法
に
よ
る
公
聴
会
の
開
催
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
海
区
漁
業

調
整
委
員
会

事

務

局
）
…
八

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

青
森
県
東
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
一
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
業
権

一
斉
切
替
え
に
伴
う
免
許
内
容
等
の
事
前
決
定
に
関
す
る
公
聴
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

平
成
三
十
年
一
月
二
十
九
日

青
森
県
東
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

松

本

光

明

一

開
催
期
日
及
び
開
催
場
所

開
催
期
日

開
催
場
所

備

考

平
成
三
十
年
二
月

十
三
日

午
後
一
時
三
十
分

青
森
市
新
町
一
丁
目

一
一
の
二
二

ア
ラ
ス
カ
会
館
四
階

「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
｣

一

定
置
漁
業

公
示
番
号
東
定
第
一
号
（
八
戸
市
大
字

町
字
大
作
平
（
通
称
大
久
喜
）
地
先
）
、
同

東
定
第
二
号
（
八
戸
市
大
字

町
字
種
差
地

先
）
、
同
東
定
第
三
号
（
八
戸
市
大
字

町

字
赤
コ
ウ
（
通
称
深
久
保
）
地
先
）
、
同
東

定
第
四
号
（
八
戸
市
大
字

町
字
館
越
（
通

称
白
浜
）
地
先
）
、
同
東
定
第
五
号
（
三
沢

市
四
川
目
地
先
）
、
同
東
定
第
六
号
（
三
沢

市
砂
森
地
先
）
、
同
東
定
第
七
号
（
上
北
郡

六
ケ
所
村
大
字
出
戸
地
先
）
、
同
東
定
第
八

号
（
下
北
郡
東
通
村
大
字
猿
ケ
森
地
先
（
通

称
猿
ケ
森
漁
場
）
）
、
同
東
定
第
九
号
（
下

北
郡
東
通
村
大
字
尻
労
地
先
（
通
称
小
沼
川

尻
漁
場
）
）
、
同
東
定
第
十
号
（
下
北
郡
東

通
村
大
字
尻
労
地
先
）
、
同
東
定
第
十
一
号

（
下
北
郡
東
通
村
大
字
尻
屋
地
先
）
及
び
同

東
定
第
十
二
号
（
む
つ
市
大
字
関
根
地
先

（
通
称
関
根
漁
場
）
）

二

区
画
漁
業

公
示
番
号
東
区
第
一
号
（
三
戸
郡
階
上
町

大
字
道
仏
字
榊
、
字
道
仏
及
び
字
小
舟
渡
地

先
）
、
同
東
区
第
二
号
（
三
戸
郡
階
上
町
大

字
道
仏
字
大
蛇
、
字
荒
谷
及
び
字
浜
久
保
地

先
）
、
同
東
区
第
三
号
（
八
戸
市
大
字
金
浜

字
塩

地
先
）
、
同
東
区
第
四
号
（
八
戸
市

大
字

町
字
大
作
平
地
先
）
、
同
東
区
第
五

号
（
八
戸
市
大
字

町
字
高
岩
（
通
称
法
師

浜
）
地
先
）
、
同
東
区
第
六
号
（
八
戸
市
大

字

町
字
種
差
地
先
）
、
同
東
区
第
七
号
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（
八
戸
市
大
字

町
字
赤
コ
ウ
（
通
称
深
久

保
）
地
先
）
、
同
東
区
第
八
号
（
八
戸
市
大

字

町
字
日
蔭
沢
か
ら
字
館
越
（
通
称
白

浜
）
地
先
）
、
同
東
区
第
九
号
（
八
戸
市
大

字

町
地
先
）
、
同
東
区
第
十
号
（
同
）
、

同
東
区
第
十
一
号
（
下
北
郡
東
通
村
大
字
白

糠
地
先
）
、
同
東
区
第
十
二
号
（
下
北
郡
東

通
村
大
字
小
田
野
沢
地
先
）
、
同
東
区
第
十

三
号
（
む
つ
市
大
字
関
根
地
先
）
、
同
東
区

第
十
四
号
（
同
）
、
同
東
区
第
十
五
号

（
同
）
、
同
東
区
第
十
六
号
（
む
つ
市
大
畑

町
正
津
川
地
先
）
、
同
東
区
第
十
七
号

（
同
）
、
同
東
区
第
十
八
号
（
同
）
、
同
東

区
第
十
九
号
（
む
つ
市
大
畑
町
上
野
地

先
）
、
同
東
区
第
二
十
号
（
同
）
、
同
東
区

第
二
十
一
号
（
む
つ
市
大
畑
町
二
枚
橋
地

先
）
、
同
東
区
第
二
十
二
号
（
同
）
、
同
東

区
第
二
十
三
号
（
む
つ
市
大
畑
町
鷹
ノ
巣
地

先
）
、
同
東
区
第
二
十
四
号
（
む
つ
市
大
畑

町
木
野
部
地
先
）
、
同
東
区
第
二
十
五
号

（
同
）
、
同
東
区
第
二
十
六
号
（
下
北
郡
風

間
浦
村
大
字
易
国
間
地
先
）
、
同
東
区
第
二

十
七
号
（
下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
蛇
浦
地

先
）
、
同
東
区
第
二
十
八
号
（
下
北
郡
風
間

浦
村
大
字
蛇
浦
字
古

谷
地
先
）
、
同
東
区

第
二
十
九
号
（
下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井
字

原
田
、
字
古
佐
井
及
び
字
黒
岩
地
先
）
、
同

東
区
第
三
十
号
（
下
北
郡
佐
井
村
大
字
佐
井

字
糠
森
、
字
矢
越
、
字
磯
谷
、
大
字
長
後
字

長
後
及
び
字
福
浦
地
先
）
、
同
東
区
第
三
十

一
号
（
下
北
郡
佐
井
村
大
字
長
後
字
牛
滝
地

先
）
及
び
同
東
区
第
三
十
二
号
（
同
）

二

公
述
者
の
範
囲

1

漁
業
権
者

2

入
漁
権
者

3

漁
業
権
漁
業
の
経
営
者

4

漁
業
協
同
組
合
関
係
者

5

そ
の
他
利
害
関
係
の
あ
る
者

三

免
許
の
内
容
等

免
許
の
内
容
等
は
、
次
の
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

1

階
上
町
役
場

2

八
戸
市
庁

3

お
い
ら
せ
町
役
場

4

三
沢
市
役
所

5

六
ケ
所
村
役
場

6

東
通
村
役
場

7

む
つ
市
役
所

8

風
間
浦
村
役
場

9

大
間
町
役
場

10

佐
井
村
役
場

11

階
上
漁
業
協
同
組
合

12

八
戸
市
南
浜
漁
業
協
同
組
合

13

八
戸

浦
漁
業
協
同
組
合

14

八
戸
み
な
と
漁
業
協
同
組
合

15

市
川
漁
業
協
同
組
合

16

百
石
町
漁
業
協
同
組
合

17

三
沢
市
漁
業
協
同
組
合

18

六
ケ
所
村
漁
業
協
同
組
合

19

六
ケ
所
村
海
水
漁
業
協
同
組
合

20

泊
漁
業
協
同
組
合

21

白
糠
漁
業
協
同
組
合

22

小
田
野
沢
漁
業
協
同
組
合

23

猿
ケ
森
漁
業
協
同
組
合

24

尻
労
漁
業
協
同
組
合

25

尻
屋
漁
業
協
同
組
合

26

岩
屋
漁
業
協
同
組
合

27

野
牛
漁
業
協
同
組
合
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28

石
持
漁
業
協
同
組
合

29

関
根
浜
漁
業
協
同
組
合

30

大
畑
町
漁
業
協
同
組
合

31

下
風
呂
漁
業
協
同
組
合

32

易
国
間
漁
業
協
同
組
合

33

蛇
浦
漁
業
協
同
組
合

34

大
間
漁
業
協
同
組
合

35

奥
戸
漁
業
協
同
組
合

36

佐
井
村
漁
業
協
同
組
合

37

青
森
県
漁
業
協
同
組
合
連
合
会

38

八
戸
漁
業
指
導
協
会

39

青
森
県
三
八
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
八
戸
水
産
事
務
所

40

青
森
県
下
北
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
む
つ
水
産
事
務
所

41

青
森
県
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局

青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
一
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
業
権

一
斉
切
替
え
に
伴
う
免
許
内
容
等
の
事
前
決
定
に
関
す
る
公
聴
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

平
成
三
十
年
一
月
二
十
九
日

青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

角

田

順

一

一

開
催
期
日
及
び
開
催
場
所

開
催
期
日

開
催
場
所

備

考

平
成
三
十
年
二
月

二
十
日

午
後
一
時
三
十
分

青
森
市
新
町
一
丁
目

一
一
の
二
二

ア
ラ
ス
カ
会
館
四
階

「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
｣

一

定
置
漁
業

公
示
番
号
西
定
第
一
号
（
西
津
軽
郡
深
浦

町
大
字
大
間
越
地
先
（
通
称
中
の
澗
漁

場
）
）
、
同
西
定
第
二
号
（
西
津
軽
郡
深
浦

町
大
字
松
神
地
先
）
、
同
西
定
第
三
号
（
西

津
軽
郡
深
浦
町
大
字
沢
辺
地
先
（
通
称
沢
辺

漁
場
岡
網
）
）
、
同
西
定
第
四
号
（
同
（
通

称
沢
辺
漁
場
沖
網
）
）
、
同
西
定
第
五
号

（
西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
舮
作
地
先
（
通
称

椿
山
漁
場
）
）
、
同
西
定
第
六
号
（
西
津
軽

郡
深
浦
町
大
字
月
屋
地
先
（
通
称
黄
金
崎
漁

場
）
）
、
同
西
定
第
七
号
（
西
津
軽
郡
深
浦

町
大
字
横
磯
地
先
（
通
称
大
澗
漁
場
）
）
、

同
西
定
第
八
号
（
西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深

浦
地
先
（
通
称
入
前
漁
場
）
）
、
同
西
定
第

九
号
（
同
（
通
称
行
合
漁
場
）
）
、
同
西
定

第
十
号
（
西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
追
良
瀬
地

先
（
通
称
追
良
瀬
漁
場
）
）
、
同
西
定
第
十

一
号
（
西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
北
金
ケ
沢
地

先
（
通
称
籠
島
漁
場
）
）
及
び
同
西
定
第
十

二
号
（
西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
柳
田
地
先

（
通
称
江
沢
漁
場
）
）

二

区
画
漁
業

公
示
番
号
西
区
第
一
号
（
西
津
軽
郡
深
浦

町
大
字
大
間
越
字
筧
地
先
）
、
同
西
区
第
二

号
（
西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
浜
町
地

先
）
、
同
西
区
第
三
号
（
同
）
、
同
西
区
第

四
号
（
西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
北
金
ケ
沢
地

先
）
及
び
同
西
区
第
五
号
（
北
津
軽
郡
中
泊

町
大
字
小
泊
字
砂
山
及
び
南
小
泊
山
国
有
林

野
地
先
）

二

公
述
者
の
範
囲

1

漁
業
権
者

2

入
漁
権
者

3

漁
業
権
漁
業
の
経
営
者

4

漁
業
協
同
組
合
関
係
者

5

そ
の
他
利
害
関
係
の
あ
る
者

三

免
許
の
内
容
等

免
許
の
内
容
等
は
、
次
の
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

1

深
浦
町
役
場

2

鰺
ケ
沢
町
役
場
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3

つ
が
る
市
役
所

4

五
所
川
原
市
役
所

5

中
泊
町
役
場

6

大
間
越
漁
業
協
同
組
合

7

深
浦
漁
業
協
同
組
合

8

風
合
瀬
漁
業
協
同
組
合

9

新
深
浦
町
漁
業
協
同
組
合

10

赤
石
水
産
漁
業
協
同
組
合

11

鰺
ケ
沢
漁
業
協
同
組
合

12

車
力
漁
業
協
同
組
合

13

十
三
漁
業
協
同
組
合

14

下
前
漁
業
協
同
組
合

15

小
泊
漁
業
協
同
組
合

16

青
森
県
漁
業
協
同
組
合
連
合
会

17

青
森
県
西
北
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
鰺
ケ
沢
水
産
事
務
所

18

青
森
県
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局

青
森
県
東
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
一
号

青
森
県
東
部
海
区
管
内
に
お
け
る
い
か
つ
り
漁
業
の
光
力
規
制
に
つ
い
て
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

平
成
三
十
年
一
月
二
十
九
日

青
森
県
東
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

松

本

光

明

一

集
魚
灯
の
合
計
光
力

集
魚
灯
の
合
計
光
力
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

1

十
ト
ン
以
上
三
十
ト
ン
未
満
の
動
力
船
に
あ
っ
て
は
百
六
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

2

五
ト
ン
以
上
十
ト
ン
未
満
の
動
力
船
に
あ
っ
て
は
百
二
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

3

五
ト
ン
未
満
の
動
力
船
に
あ
っ
て
は
九
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

な
お
、
前
各
号
に
お
い
て
、
二
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
上
限
と
す
る
白
熱
灯
を
用
い
た
作
業
灯
に
つ

い
て
は
、
集
魚
灯
の
合
計
光
力
に
含
め
な
い
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
集
魚
灯
と
は
、
海
上
に
お
い
て
、
ス
ル
メ
イ
カ
の
採
捕
時
に
集
魚
の
目
的
を
も
っ
て
使

用
し
得
る
よ
う
設
備
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。
投
光
器
又
は
探
照
灯
で
あ
っ
て
も
集
魚
時
に
使

用
さ
れ
る
場
合
は
こ
れ
を
含
む
。

二

水
中
灯
の
使
用
禁
止

海
中
に
お
い
て
、
ス
ル
メ
イ
カ
を
集
魚
す
る
光
力
を
有
す
る
設
備
を
禁
止
す
る
。

三

対
象
と
な
る
漁
業

三
十
ト
ン
未
満
の
動
力
船
に
よ
り
、
ス
ル
メ
イ
カ
を
対
象
に
操
業
す
る
小
型
い
か
つ
り
漁
業

四

指
示
の
有
効
期
間

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

青
森
県
東
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
二
号

青
森
県
東
部
海
区
管
内
に
お
け
る
い
か
つ
り
漁
業
の
操
業
に
つ
い
て
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

平
成
三
十
年
一
月
二
十
九
日

青
森
県
東
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

松

本

光

明

一

操
業
の
承
認

次
の
区
域
及
び
期
間
に
お
い
て
、
ス
ル
メ
イ
カ
の
採
捕
を
目
的
と
し
、
総
ト
ン
数
五
ト
ン
未
満

の
動
力
漁
船
に
よ
り
行
う
い
か
つ
り
漁
業
（
以
下
「
い
か
つ
り
漁
業
」
と
い
う
。
）
を
営
も
う
と

す
る
者
は
、
青
森
県
東
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受

け
な
け
れ
ば
操
業
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

1

区
域

青
森
県
東
部
海
区
海
域

2

期
間

平
成
三
十
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

二

承
認
の
申
請

船
舶
ご
と
に
、
別
に
定
め
る
「
平
成
三
十
年
度
青
森
県
東
部
海
区
い
か
つ
り
漁
業
操
業
承
認
事

務
取
扱
要
領
」
に
よ
り
委
員
会
に
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。

三

承
認
の
対
象
者

こ
の
漁
業
の
承
認
の
対
象
者
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

1

前
年
度
に
お
い
て
、
こ
の
漁
業
を
操
業
し
た
実
績
を
有
す
る
者

2

委
員
会
が
事
情
や
む
を
得
な
い
と
認
め
た
者
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四

承
認
を
受
け
た
者
の
遵
守
事
項

承
認
を
受
け
た
者
は
、
次
の
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

1

漁
獲
物
の
陸
揚
げ
は
、
特
に
事
情
が
な
い
限
り
委
員
会
が
承
認
し
た
根
拠
地
港
に
お
い
て
行

う
こ
と
。

2

操
業
に
当
た
っ
て
は
委
員
会
が
交
付
し
た
承
認
証
を
携
帯
す
る
こ
と
。

3

委
員
会
が
定
め
る
船
体
用
標
識
を
船
橋
楼
両
側
面
の
最
も
見
や
す
い
場
所
に
表
示
す
る
こ

と
。

4

む
つ
小
川
原
港
の
港
域
に
お
い
て
は
操
業
し
て
は
な
ら
な
い
。

5

承
認
証
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
委
員
会
に
申
請
し
、
書
換
交
付

を
受
け
る
こ
と
。

五

船
団
等
の
届
出

操
業
承
認
を
受
け
た
者
の
住
所
を
地
区
に
含
む
漁
業
協
同
組
合
以
外
の
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

に
所
在
す
る
港
を
根
拠
地
港
と
す
る
船
舶
が
、
当
該
根
拠
地
港
に
操
業
の
た
め
寄
港
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
一
船
舶
の
場
合
に
お
い
て
は
当
該
船
舶
の
責
任
者
が
、
ま
た
二
以
上
の
船
舶
が
同
時

期
に
寄
港
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
同
一
漁
業
協
同
組
合
又
は
同
一
都
道
府
県
ご
と
に
船
舶
相
互
の

連
絡
体
制
を
整
え
る
た
め
の
船
団
を
組
織
し
、
当
該
船
団
の
責
任
者
が
、
そ
の
旨
を
根
拠
地
港
に

所
在
す
る
漁
業
協
同
組
合
（
八
戸
港
に
あ
っ
て
は
八
戸
い
か
釣
漁
業
協
議
会
）
を
経
由
し
て
委
員

会
に
届
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六

指
示
の
有
効
期
間

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

青
森
県
東
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
三
号

青
森
県
東
部
海
区
管
内
に
お
け
る
自
家
用
釣
餌
用
い
か
つ
り
漁
業
の
操
業
に
つ
い
て
、
漁
業
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
指
示

す
る
。平

成
三
十
年
一
月
二
十
九
日

青
森
県
東
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

松

本

光

明

一

操
業
の
承
認

次
の
区
域
及
び
期
間
に
お
い
て
、
釣
漁
業
、
は
え
な
わ
漁
業
の
た
め
の
自
家
用
釣
餌
用
の
ス
ル

メ
イ
カ
の
採
捕
を
目
的
と
し
、
総
ト
ン
数
一
ト
ン
以
上
（
昭
和
五
十
七
年
七
月
十
八
日
以
前
に
建

造
又
は
漁
船
登
録
さ
れ
て
い
る
場
合
（
以
下
「
旧
ト
ン
の
場
合
」
と
い
う
。
）
は
一
・
五
○
ト
ン

以
上
）
五
ト
ン
未
満
の
動
力
漁
船
に
よ
り
行
う
い
か
つ
り
漁
業
（
以
下
「
自
家
用
釣
餌
用
い
か
つ

り
漁
業
」
と
い
う
。
）
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
青
森
県
東
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下

「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
操
業
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

1

区
域

青
森
県
東
部
海
区
海
域

た
だ
し
、
下
北
郡
尻
屋
埼
灯
台
中
心
点
と
北
海
道
函
館
市
恵
山
岬
灯
台
中
心
点
と
を

結
ぶ
直
線
以
東
の
海
域
を
除
く
。

2

期
間

平
成
三
十
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

二

承
認
の
申
請

船
舶
ご
と
に
、
別
に
定
め
る
「
平
成
三
十
年
度
青
森
県
東
部
海
区
自
家
用
釣
餌
用
い
か
つ
り
漁

業
操
業
承
認
事
務
取
扱
要
領
」
に
よ
り
委
員
会
に
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。

三

承
認
の
対
象
者

こ
の
漁
業
の
承
認
の
対
象
者
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

1

佐
井
村
、
大
間
町
、
風
間
浦
村
、
む
つ
市
及
び
東
通
村
に
居
住
す
る
者

2

委
員
会
が
事
情
や
む
を
得
な
い
と
認
め
た
者

四

承
認
を
受
け
た
者
の
遵
守
事
項

承
認
を
受
け
た
者
は
、
次
の
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

1

採
捕
し
た
ス
ル
メ
イ
カ
は
陸
揚
げ
し
て
は
な
ら
な
い
。

2

手
釣
、
竿
釣
以
外
の
漁
法
で
操
業
し
て
は
な
ら
な
い
。

3

操
業
に
当
た
っ
て
は
委
員
会
が
交
付
し
た
承
認
証
を
携
帯
す
る
こ
と
。

4

委
員
会
が
定
め
る
船
体
用
標
識
を
船
橋
楼
両
側
面
の
最
も
見
や
す
い
場
所
に
表
示
す
る
こ

と
。

5

承
認
証
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
委
員
会
に
申
請
し
、
書
換
交
付

を
受
け
る
こ
と
。

五

操
業
者
の
遵
守
事
項

自
家
用
釣
餌
用
い
か
つ
り
漁
業
を
操
業
す
る
者
は
、
次
の
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

1

総
ト
ン
数
一
ト
ン
未
満
船
（
旧
ト
ン
の
場
合
は
一
・
五
○
ト
ン
未
満
船
）
は
、
夜
間
操
業
を

し
て
は
な
ら
な
い
。

2

む
つ
小
川
原
港
の
港
域
に
お
い
て
は
操
業
し
て
は
な
ら
な
い
。

六

指
示
の
有
効
期
間
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平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
一
号

青
森
県
西
部
海
区
管
内
に
お
け
る
い
か
つ
り
漁
業
の
光
力
規
制
に
つ
い
て
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

平
成
三
十
年
一
月
二
十
九
日

青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

角

田

順

一

一

集
魚
灯
の
合
計
光
力

集
魚
灯
の
合
計
光
力
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

1

十
ト
ン
以
上
三
十
ト
ン
未
満
の
動
力
船
に
あ
っ
て
は
百
六
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

2

五
ト
ン
以
上
十
ト
ン
未
満
の
動
力
船
に
あ
っ
て
は
百
二
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

3

五
ト
ン
未
満
の
動
力
船
に
あ
っ
て
は
九
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

な
お
、
前
各
号
に
お
い
て
、
二
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
上
限
と
す
る
白
熱
灯
を
用
い
た
作
業
灯
に
つ

い
て
は
、
集
魚
灯
の
合
計
光
力
に
含
め
な
い
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
集
魚
灯
と
は
、
海
上
に
お
い
て
、
ス
ル
メ
イ
カ
の
採
捕
時
に
集
魚
の
目
的
を
も
っ
て
使

用
し
得
る
よ
う
設
備
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。
投
光
器
又
は
探
照
灯
で
あ
っ
て
も
集
魚
時
に
使

用
さ
れ
る
場
合
は
こ
れ
を
含
む
。

二

水
中
灯
の
使
用
禁
止

海
中
に
お
い
て
、
ス
ル
メ
イ
カ
を
集
魚
す
る
光
力
を
有
す
る
設
備
を
禁
止
す
る
。

三

対
象
と
な
る
漁
業

三
十
ト
ン
未
満
の
動
力
船
に
よ
り
、
ス
ル
メ
イ
カ
を
対
象
に
操
業
す
る
小
型
い
か
つ
り
漁
業

四

指
示
の
有
効
期
間

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
二
号

青
森
県
西
部
海
区
管
内
に
お
け
る
い
か
つ
り
漁
業
の
操
業
に
つ
い
て
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

平
成
三
十
年
一
月
二
十
九
日

青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

角

田

順

一

一

操
業
の
承
認

次
の
区
域
及
び
期
間
に
お
い
て
、
ス
ル
メ
イ
カ
の
採
捕
を
目
的
と
し
、
総
ト
ン
数
五
ト
ン
未
満

の
動
力
漁
船
に
よ
り
行
う
い
か
つ
り
漁
業
（
以
下
「
い
か
つ
り
漁
業
」
と
い
う
。
）
を
営
も
う
と

す
る
者
は
、
青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受

け
な
け
れ
ば
操
業
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

1

区
域

青
森
県
西
部
海
区
海
域

2

期
間

平
成
三
十
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

二

承
認
の
申
請

船
舶
ご
と
に
、
別
に
定
め
る
「
平
成
三
十
年
度
青
森
県
西
部
海
区
い
か
つ
り
漁
業
操
業
承
認
事

務
取
扱
要
領
」
に
よ
り
委
員
会
に
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。

三

承
認
の
対
象
者

こ
の
漁
業
の
承
認
の
対
象
者
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

1

前
年
度
に
お
い
て
、
こ
の
漁
業
を
操
業
し
た
実
績
を
有
す
る
者

2

委
員
会
が
事
情
や
む
を
得
な
い
と
認
め
た
者

四

承
認
を
受
け
た
者
の
遵
守
事
項

承
認
を
受
け
た
者
は
、
次
の
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

1

漁
獲
物
の
陸
揚
げ
は
、
特
に
事
情
が
な
い
限
り
委
員
会
が
承
認
し
た
根
拠
地
港
に
お
い
て
行

う
こ
と
。

2

操
業
に
当
た
っ
て
は
委
員
会
が
交
付
し
た
承
認
証
を
携
帯
す
る
こ
と
。

3

委
員
会
が
定
め
る
船
体
用
標
識
を
船
橋
楼
両
側
面
の
最
も
見
や
す
い
場
所
に
表
示
す
る
こ

と
。

4

め
ば
る
刺
網
漁
業
及
び
さ
め
刺
網
漁
業
の
漁
具
の
敷
設
中
は
、
そ
の
漁
具
か
ら
五
百
メ
ー
ト

ル
以
上
離
れ
て
操
業
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

承
認
証
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
委
員
会
に
申
請
し
、
書
換
交
付

を
受
け
る
こ
と
。

五

船
団
等
の
届
出

操
業
承
認
を
受
け
た
者
の
住
所
を
地
区
に
含
む
漁
業
協
同
組
合
以
外
の
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

に
所
在
す
る
港
を
根
拠
地
港
と
す
る
船
舶
が
、
当
該
根
拠
地
港
に
操
業
の
た
め
寄
港
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
一
船
舶
の
場
合
に
お
い
て
は
当
該
船
舶
の
責
任
者
が
、
ま
た
二
以
上
の
船
舶
が
同
時
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期
に
寄
港
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
同
一
漁
業
協
同
組
合
又
は
同
一
都
道
府
県
ご
と
に
船
舶
相
互
の

連
絡
体
制
を
整
え
る
た
め
の
船
団
を
組
織
し
、
当
該
船
団
の
責
任
者
が
、
そ
の
旨
を
根
拠
地
港
に

所
在
す
る
漁
業
協
同
組
合
を
経
由
し
て
委
員
会
に
届
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六

指
示
の
有
効
期
間

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
三
号

青
森
県
西
部
海
区
管
内
に
お
け
る
自
家
用
釣
餌
用
い
か
つ
り
漁
業
の
操
業
に
つ
い
て
、
漁
業
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
指
示

す
る
。平

成
三
十
年
一
月
二
十
九
日

青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

角

田

順

一

一

操
業
の
承
認

次
の
区
域
及
び
期
間
に
お
い
て
、
釣
漁
業
、
は
え
な
わ
漁
業
の
た
め
の
自
家
用
釣
餌
用
の
ス
ル

メ
イ
カ
の
採
捕
を
目
的
と
し
、
総
ト
ン
数
五
ト
ン
未
満
の
動
力
漁
船
に
よ
り
行
う
い
か
つ
り
漁
業

（
以
下
「
自
家
用
釣
餌
用
い
か
つ
り
漁
業
」
と
い
う
。
）
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
青
森
県
西
部

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
操
業
を
し
て

は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
青
森
県
東
津
軽
郡
龍
飛
埼
灯
台
中
心
点
と
北
海
道
松
前
郡
白
神
岬
灯
台
中
心
点
と
を

結
ぶ
線
（
以
下
「
龍
飛
白
神
線
」
と
い
う
。
）
以
東
の
海
域
に
お
い
て
、
総
ト
ン
数
一
ト
ン
未
満

船
（
昭
和
五
十
七
年
七
月
十
八
日
以
前
に
建
造
又
は
漁
船
登
録
さ
れ
て
い
る
場
合
（
以
下
「
旧
ト

ン
の
場
合
」
と
い
う
。
）
は
一
・
五
〇
ト
ン
未
満
船
）
に
よ
り
自
家
用
釣
餌
用
い
か
つ
り
漁
業
を

営
む
者
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

1

区
域

㈠

青
森
県
日
本
海
海
域

青
森
県
東
津
軽
郡
龍
飛
埼
灯
台
中
心
点
と
北
海
道
松
前
郡
白
神
岬
灯
台
中
心
点
と
を
結
ぶ

直
線
よ
り
西
側
の
海
域
。

㈡

青
森
県
津
軽
海
峡
西
部
海
域

青
森
県
東
津
軽
郡
龍
飛
埼
灯
台
中
心
点
と
北
海
道
松
前
郡
白
神
岬
灯
台
中
心
点
と
を
結
ぶ

直
線
よ
り
東
側
の
津
軽
海
峡
西
部
海
域
。
た
だ
し
、
下
北
郡
焼
山
埼
か
ら
青
森
県
東
津
軽
郡

明
神
埼
灯
台
に
至
る
直
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
陸
奥
湾
を
除
く
。

2

期
間

平
成
三
十
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

二

承
認
の
申
請

船
舶
ご
と
に
、
別
に
定
め
る
「
平
成
三
十
年
度
青
森
県
西
部
海
区
自
家
用
釣
餌
用
い
か
つ
り
漁

業
操
業
承
認
事
務
取
扱
要
領
」
に
よ
り
委
員
会
に
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。

三

承
認
の
対
象
者

こ
の
漁
業
の
承
認
の
対
象
者
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

1

青
森
県
日
本
海
海
域

㈠

外
ヶ
浜
町
、
今
別
町
、
中
泊
町
、
五
所
川
原
市
、
つ
が
る
市
、
鰺
ケ
沢
町
及
び
深
浦
町
に

居
住
し
、
前
年
度
に
お
い
て
、
こ
の
漁
業
を
し
た
実
績
を
有
す
る
者

㈡

委
員
会
が
事
情
や
む
を
得
な
い
と
認
め
た
者

2

青
森
県
津
軽
海
峡
西
部
海
域

㈠

外
ヶ
浜
町
、
今
別
町
、
大
間
町
、
風
間
浦
村
、
む
つ
市
大
畑
町
に
居
住
し
、
前
年
度
に
お

い
て
、
こ
の
漁
業
を
し
た
実
績
を
有
す
る
者

㈡

委
員
会
が
事
情
や
む
を
得
な
い
と
認
め
た
者

四

承
認
を
受
け
た
者
の
遵
守
事
項

承
認
を
受
け
た
者
は
、
次
の
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

1

採
捕
し
た
ス
ル
メ
イ
カ
は
、
陸
揚
げ
し
て
は
な
ら
な
い
。

2

自
動
い
か
つ
り
機
の
台
数
は
、
四
台
以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
龍
飛
白
神
線
以
東
に
お
い
て

は
、
こ
れ
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

3

操
業
に
当
た
っ
て
は
委
員
会
が
交
付
し
た
承
認
証
を
携
帯
す
る
こ
と
。

4

委
員
会
が
定
め
る
船
体
用
標
識
を
船
橋
楼
両
側
面
の
最
も
見
や
す
い
場
所
に
表
示
す
る
こ

と
。

5

め
ば
る
刺
網
漁
業
及
び
さ
め
刺
網
漁
業
の
漁
具
の
敷
設
中
は
、
そ
の
漁
具
か
ら
五
百
メ
ー
ト

ル
以
上
離
れ
て
操
業
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6

承
認
証
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
委
員
会
に
申
請
し
、
書
換
交
付

を
受
け
る
こ
と
。

五

操
業
者
の
遵
守
事
項

自
家
用
釣
餌
用
い
か
つ
り
漁
業
を
操
業
す
る
者
は
、
次
の
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

1

総
ト
ン
数
一
ト
ン
未
満
船
（
旧
ト
ン
の
場
合
は
一
・
五
〇
ト
ン
未
満
船
）
は
、
夜
間
操
業
を
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し
て
は
な
ら
な
い
。

六

指
示
の
有
効
期
間

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

青
森
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
公
示
第
一
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
三
十
条
第
四
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
業
権
一
斉
切
替
え
に
伴
う
免
許
内
容
等
の
事
前
決

定
に
関
す
る
公
聴
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

平
成
三
十
年
一
月
二
十
九
日

青
森
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会

長

濱

田

正

隆

一

開
催
期
日
及
び
開
催
場
所

開
催
期
日

開
催
場
所

備

考

平
成
三
十
年
二
月

十
九
日

午
後
一
時

青
森
市
新
町
一
丁
目

一
一
の
二
二

ア
ラ
ス
カ
会
館
二
階

「
ガ
ー
ネ
ッ
ト
｣

一

区
画
漁
業

公
示
番
号
内
区
第
一
号
（
西
津
軽
郡
深
浦

町
大
字
松
神
地
内
（
王
池
、
越
口
ノ
池
、
中

ノ
池
及
び
こ
れ
ら
の
池
を
連
結
す
る
水

路
）
）
、
同
内
区
第
二
号
（
西
津
軽
郡
深
浦

町
大
字
松
神
地
内
（
鶏
頭
場
ノ
池
、
青
池
及

び
こ
れ
ら
の
池
を
連
結
す
る
水
路
）
）
、
同

内
区
第
三
号
（
西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
松
神

地
内
（
日
暮
ノ
池
）
）
、
同
内
区
第
四
号

（
西
津
軽
群
深
浦
町
大
字
松
神
地
内
（
沸
壺

ノ
池
）
）

二

公
述
者
の
範
囲

1

漁
業
権
者

2

入
漁
権
者

3

漁
業
権
漁
業
の
経
営
者

4

漁
業
協
同
組
合
関
係
者

5

そ
の
他
利
害
関
係
の
あ
る
者

三

免
許
の
内
容
等

免
許
の
内
容
等
は
、
次
の
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

1

深
浦
町
役
場

2

西
北
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
鰺
ケ
沢
水
産
事
務
所

3

青
森
県
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局
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